
○ 電 波 法 関 係 審 査 基 準 （ 平 成 1
3

年 総 務 省 訓 令 第 6
7

号 ） の 一 部 改 正 案 新 旧 対 照 表 

                                            （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改  正  案 現    行 

別紙２（第５条関係）無線局の目的別審査基準 

第１ （略） 
第２ 陸上関係 
１ （略） 
２ 公共業務用無線局 

別紙２（第５条関係）無線局の目的別審査基準 

第１ （同左） 
第２ 陸上関係 
１ （同左） 
２ 公共業務用無線局 

（1）～（19） （略） 

（20）公共業務用（通信事項が安全運転支援に関する事項の無線局の場合に限

る。） 
通信事項が安全運転支援に関する事項の固定局又は基地局の審査は、次の

基準により行う。 

（1）～（19） （同左） 

（20）公共業務用（通信事項が安全運転支援に関する事項の無線局の場合に限

る。） 
通信事項が安全運転支援に関する事項の基地局の審査は、次の基準により

行う。 

ア 申請者 
（略） 

ア 申請者 
（同左） 

イ 通信の相手方 
（ア） 固定局 

固定局の通信の相手方は、通信事項が安全運転支援に関する事項の固

定局であること。 
（イ） 基地局 

基地局の通信の相手方は、通信事項が安全運転支援に関する事項の陸

上移動局であること。 

イ 通信の相手方 
 
 
 
 

通信の相手方は、通信事項が安全運転支援に関する事項の陸上移動局で

あること。 

ウ 通信事項 
（略） 

ウ 通信事項 
（同左） 

エ 回線構成 
固定局を含む回線構成については、700MHz帯高度道路交通システムに

より陸上移動局に対し安全運転支援に関する情報提供を行う基地局相互間

の通信路を構成するものであること。 

  （新設） 

オ 他の無線局との干渉調整等 
（略） 

エ 他の無線局との干渉調整等 
（同左） 

カ 設置場所 
（略） 

オ 設置場所 
（同左） 

（21）・（22） （略） （21）・（22） （同左） 

３・４ （略） ３・４ （同左） 
第３～第５ （略） 第３～第５ （同左） 
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附 則(平 成 年 月 日 総 務 省 訓 令 号) 

 こ の 訓 令 は 、 【 他 の 省 令 ・ 告 示 の 官 報 掲 載 日 】 か ら 施 行 す る 。 

 


